
 当社総幹事ＤＢ基金（２０１７年度：５６基金、２０１６年度：４９基金）における財政決算結果（２０１
８年３月末計算基準日）の時価ベース利回り、積立水準等についての集計結果を以下のとおりご案内いたしま
す。（規約型につきましては、別途ご案内いたします。） 
 
 
 * 本資料では、「確定給付企業年金」を「ＤＢ」と表記します。 
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年金ＮＥＷＳ2018.7.12号 

ＮＩＳＳＡＹ 

２０１８年３月末ＤＢ基金の財政決算結果について 

【内容】 
 Ⅰ．時価ベース利回りについて 

 Ⅱ．継続基準の予定利率について 

 Ⅲ．時価ベース利回りと継続基準の予定利率について 

 Ⅳ．継続基準の積立水準について 

 Ⅴ．許容繰越不足金の算定方法について 

 Ⅵ．非継続基準の予定利率について 

 Ⅶ．非継続基準の積立水準について 

 Ⅷ．成熟度に関する指標（掛金に対する給付の割合）について 
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Ⅰ. 時価ベース利回りについて 

○２０１７年度の時価ベース利回りの平均は、３．０４％です。（２０１６年度は、２．５３％ ） 

○２０１７年度は、５６基金全ての利回りがプラスとなっています。（２０１６年度は、４９基金全ての利回り
がプラス） 

時価ベース利回り 
３月末計算基準日の基金数 

２０１７年度 ２０１６年度 

２０％以上 ０  ０  

１５％以上～２０％未満 ０  ０ 

１０％以上～１５％未満 ０  ０ 

 ５％以上～１０％未満 ７  ２ 

 ０％以上～  ５％未満 ４９  ４７ 

  -５％以上～  ０％未満 ０  ０ 

        -５％未満 ０  ０ 

（％） 

（基金） 
時価ベース利回り 
の平均 

３．０４％ ２．５３％ 

Ⅱ．継続基準の予定利率について 

予定利率 
３月末計算基準日の基金数 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

６．０％以上 ０  ０ 

５．５％以上～６．０％未満 ０  ０ 

５．０％以上～５．５％未満 ０   ０ 

４．５％以上～５．０％未満 ０   ０ 

４．０％以上～４．５％未満 ０   ０ 

３．５％以上～４．０％未満 ０   ０ 

３．０％以上～３．５％未満 ２   ３ 

２．５％以上～３．０％未満 １２ １２ 

２．０％以上～２．５％未満 ２０ １７ 

１．５％以上～２．０％未満 １５ １４ 

         １．５％未満 ７   ３ 

○２０１８年３月末の継続基準の予定利率の平均は、１．９２％です。（２０１７年３月末は、２．００％ ）  

（基金） 

（％） 

予定利率の平均 １．９２％ ２．００％ 

５６ ４９ 



Ⅲ．時価ベース利回りと継続基準の予定利率について 

○２０１８年３月末で時価ベース利回りが継続基準の予定利率を下回る基金数は、 

 ５６基金中１５基金（２６．８％）です。（２０１７年３月末は、 ４９基金中２１基金（４２．９％） ）   

上：基金数 
下：占率 

時価ベース利回り（％） 

0.0未満 
0.0以上 

0.5未満 

0.5以上 

1.0未満 

1.0以上 

1.5未満 

1.5以上 

2.0未満 

2.0以上 

2.5未満 

2.5以上 

3.0未満 

3.0以上 

3.5未満 

3.5以上 

4.0未満 

4.0以上 

4.5未満 

4.5以上 

5.0未満 

5.0以上 

5.5未満 

5.5以上 

6.0未満 
6.0以上 計 

予
定
利
率
（％
） 

5.5以上 

6.0未満 

5.0以上 

5.5未満 

4.5以上 

5.0未満 

4.0以上 

4.5未満 

3.5以上 

4.0未満 

3.0以上 

3.5未満 

１ １ ２ 

(1.8%) (1.8%) (3.6%) 

2.5以上 

3.0未満 

１ １ １ ２ ３ ２ １ １ １２ 

(1.8%) (1.8%) (1.8%) （3.6%） (5.4%) （3.6%） (1.8%) (1.8%) (21.4%) 

2.0以上 

2.5未満 

２ ２ ４ ５ ３ ２ ２ ２０ 

（3.6%） （3.6%） (7.1%) (8.9%) (5.4%) （3.6%） （3.6%） (35.7%) 

1.5以上 

2.0未満 

１ ２ ２ ３ ３ １ １ １ １ １５ 

(1.8%) （3.6%） （3.6%） (5.4%) (5.4%) (1.8%) (1.8%) (1.8%) (1.8%) (26.8%) 

1.5未満 
１ ４ １ １ ７ 

(1.8%) (7.1%) (1.8%) (1.8%) (12.5%) 

計 
４ ９ ４ １ ９ １０ ４ ２ ６ ３ ２ ２ ５６ 

(7.1%) (16.1%) (7.1%) (1.8%) (16.1%) (17.9%) (7.1%) （3.6%） (10.7%) (5.4%) （3.6%） （3.6%） (100%) 

時価ベース利回り＜予定利率 

（１５基金） 

時価ベース利回り≧予定利率 

（４１基金） 

※占率は２０１８年３月末の５６基金に対する率としています。 



Ⅳ．継続基準の積立水準について  

【継続基準の積立水準=純資産額÷責任準備金】 

○２０１８年３月末の継続基準の積立水準の平均は、１．２０です。（２０１７年３月末は、１．１９ ） 

○２０１８年３月末の継続基準の判定基準に抵触（純資産額＜責任準備金）している基金数は、５６基金中２基
金（３．６％）です。（２０１７年３月末は、４９基金中１基金（２．０％）） 

積立水準 
３月末計算基準日の基金数 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

１．５０以上 ８   ６ 

１．４０以上 ～ １．５０未満 ９   ８ 

１．３０以上 ～ １．４０未満 １３  １０ 

１．２０以上 ～ １．３０未満 １５  １５ 

１．１０以上 ～ １．２０未満 ９  １０ 

１．００以上 ～ １．１０未満 ２   ０ 

０．９０以上 ～ １．００未満 ０   ０ 

０．８０以上 ～ ０．９０未満 ０    ０ 

         ０．８０未満 ０   ０ 

【財政再計算要否判定の積立水準=（数理上資産額※＋許容繰越不足金）÷責任準備金】 

○２０１８年３月末の財政再計算要否判定の積立水準の平均は、１．３４です。（２０１７年３月末は、１．４３） 

○２０１８年３月末の財政再計算要否判定に抵触（ 数理上資産額※＋許容繰越不足金＜責任準備金）している基金は、
５６基金中０基金です。（２０１７年３月末は、４９基金中０基金 ） 

 ※数理上資産額＝純資産額＋資産評価調整加算額－資産評価調整控除額 

         （当社総幹事のＤＢ基金では全件、時価評価しているため、純資産額と同額。） 

（基金） 

０ 

積立水準の平均 １．３４ １．４３ 

（基金） 

継続基準の 

財政再計算 

の要否判定 

基準 

積立水準 
３月末計算基準日の基金数 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

１．５０以上 １   １ 

１．４０以上 ～ １．５０未満 ５   ２ 

１．３０以上 ～ １．４０未満 ９   １０ 

１．２０以上 ～ １．３０未満 １２   ６ 

１．１０以上 ～ １．２０未満 １４  １６ 

１．００以上 ～ １．１０未満 １３  １３ 

０．９０以上 ～ １．００未満 １   １ 

０．８０以上 ～ ０．９０未満 １   ０ 

         ０．８０未満 ０   ０ 

積立水準の平均 １．２０ １．１９ 

継続基準の 

判定基準 

２ 

０ 

１ 



Ⅴ．許容繰越不足金の算定方法について 

算定方法 
３月末計算基準日の基金数 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

A：標準掛金収入現価に一定率を乗じる方法 ４７ ４１ 

B：責任準備金に一定率を乗じる方法   ９   ８ 

C：「A」または「B」のいずれか低い額とする方法  ０   ０ 

○２０１８年３月末は、５６基金中４７基金（８３．９％）が「標準掛金収入現価に一定率を乗じる方法」を使
用しています。（２０１７年３月末は、４９基金中４１基金（８３．７％）が使用） 

Ⅵ．非継続基準の予定利率について 

○２０１８年３月末は、５６基金中４１基金（７３．２％）が国の告示どおり１．４６０％を使用しており、 

 １５基金（２６．８％）は１．２を乗じた上限値１．７５２％を使用しています。（２０１７年３月末は、 

４９基金中３７基金（７５．５％）が国の告示どおり１．７６０％を使用） 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

予定利率（％） ３月末計算基準日の基金数 予定利率（％） ３月末計算基準日の基金数 

１．７５２ １５ ２．１１２ １２ 

１．４６０ 
（告示どおり） 

４１ 
１．７６０ 

（告示どおり） 
３７ 

Ⅶ．非継続基準の積立水準について 

【非継続基準の積立水準=純資産額÷最低積立基準額】 

積立水準 
３月末計算基準日の基金数 

２０１８年３月末 ２０１７年３月末 

     １．５０以上  ９  ８ 

      １．４０以上 ～ １．５０未満 ５  ９ 

      １．３０以上 ～ １．４０未満 ７  １ 

      １．２０以上 ～ １．３０未満 １２  １４ 

      １．１０以上 ～ １．２０未満 ７   ５ 

      １．００以上 ～ １．１０未満 ９  ５ 

０．９０ 

以上 

～ 

１．００ 

未満 

０．９８以上 ～ １．００未満 ０  ０ 

０．９６以上 ～ ０．９８未満 ２  ３ 

０．９４以上 ～ ０．９６未満 ２  ０ 

０．９２以上 ～ ０．９４未満 ０  １ 

０．９０以上 ～ ０．９２未満 ０  ０ 

     ０．８０以上 ～ ０．９０未満 ３  ３ 

                 ０．８０未満 ０  ０ 

（基金） 

非継続基準 

の判定基準 

積立水準の平均 １．３１ １．３４ 

○２０１８年３月末の非継続基準の積立水準の平均は、１．３１です。（２０１７年３月末は、１．３４） 

○２０１８年３月末の非継続基準に抵触している基金数は、５６基金中６基金※１（１０．７％）です。 

 （２０１７年３月末は、４９基金中５基金※２（１０．２％）が抵触） 

    ※１ 積立水準が１．００を下回る７基金のうち、積立水準が０．９０以上でかつ過去３年間において２年以   
上基準を満たしている１基金を除く６基金。 

    ※２ 積立水準が１．００を下回る７基金のうち、積立水準が０．９０以上でかつ過去３年間において２年以   

上基準を満たしている２基金を除く５基金。  

７ ７ 



Ⅷ．成熟度に関する指標（掛金に対する給付の割合）について 

掛金に対する給付の割合 
３月末計算基準日の基金数 

２０１７年度 ２０１６年度 

２２５％以上  ６  ３ 

２００％以上 ～ ２２５％未満 ４  ３ 

１７５％以上 ～ ２００％未満 ４  １ 

１５０％以上 ～ １７５％未満 ３  ７ 

１２５％以上 ～ １５０％未満 ３  ５ 

１００％以上 ～ １２５％未満 ５  ６ 

 ７５％以上 ～ １００％未満 １０  １１ 

 ５０％以上 ～   ７５％未満 ８  ４ 

 ２５％以上 ～   ５０％未満 ７  ６ 

            ２５％未満 ６  ３ 

○２０１７年度の掛金に対する給付の割合の平均は、１１５．６％です。（２０１６年度は、１１９．３％） 

○２０１７年度の給付額が掛金額を上回っている基金数は、５６基金中２５基金（４４．６％）です。（２０
１６年度は、 ４９基金中２５基金（５１．０％） ） 

（％） 

（基金） 

【掛金に対する給付の割合=給付額※１÷掛金額※２】 

 ※１ 給付額＝一時金給付額＋年金給付額（発生ベース） 
 ※２ 掛金額＝標準掛金＋特別掛金＋特例掛金（発生ベース） 

２５ 

掛金に対する給付の割合 
  の平均 

１１５．６％ １１９．３％ 

２５ 


